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短期大学・高等専門学校および理化学研究所
のような公的研究機関に関するものである。
整理した結果は、重大な研究不正などについ
ては表にまとめて示すが、それ以外は、文章
で簡単に示すに留める。これらは、可能なら
ば後日、表の形で全件を『サジアトーレ』誌
に発表したい。
　なお、本稿では、捏造や盗用などの用語の
意味は、概ね文献（１～３）に従っている。
また、医師の名義貸しなどについては概ね新
聞記事に従っている。

研究不正（ミスコンダクト）等の概観

　筆者が保持している2003年末までの研究不
正などの新聞記事をもとに作成した表の概要
を示せば、表１の通りである。表１の合計
199件のうち、合計５件が二つの異なる不正
のため二重にカウントされている。
　表１では、最も件数ないし割合が大きいの
はセクハラであるが、本稿の主な関心は研究
不正であるため、以下では、それに関わりの
深いものを中心に概観し、他は簡単に触れる
に留める。

はじめに

　研究不正（ミスコンダクト、捏造・偽造・
盗用など）は研究における真実の習慣に反す
る行為で、研究の土台を損ない、研究と研究
者に対する信頼を失わせる。2006年は研究不
正に関する新聞社説が15本以上も出され、研
究倫理に関心が高まった年だった。日本学術
会議は21世紀に入って研究不正に関する取り
組みを進めてきているし、最近では、文献（1）
～（7）のように、研究倫理に関するテキスト
等の著作も増えている。
　しかし我が国では、研究不正の調査を行う
公的機関が設立されている米国と比べて取り
組みが遅れており、どのような研究不正がい
つどこで発生したのか、といったことも殆ど
調査されていない。この種の調査が米国のよ
うに行われれば、研究不正の予防に貢献でき
るはずである。
　そこで本稿では、筆者の手許に保存してあ
る研究不正などの新聞記事のうち、1997年10
月から2003年末まで（約500記事）を整理す
ることによって、研究不正の概観を与えるこ
とにする。これらの記事は、主として大学・
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である。
　事例３は、日本考古学協会の調査で「捏造
判定は困難（学術的価値なし）」と結論され
ている。捏造疑惑を週刊文春に書き立てられ
た名誉教授が抗議の自殺をするという痛まし
い局面もあった。名誉教授の遺族は、文春を
名誉毀損で訴え、地裁判決で勝利している。
　事例４は、Ｔ教授が論文を30頁以上も盗用
して自分の著作に繰り込んだので懲戒解雇さ
れたケースである。驚いたことに、解雇され
て間もなく、Ｔ教授は芝浦工業大学に准教授
として採用されている。
　事例５は、Ｋ助手とＴ教授の共著論文が盗
用だったというケースである。盗用論文を掲
載した雑誌を発行している日本医師会は、こ
の二人に対し、しばらく学会誌投稿など自粛
してもらう、ということ（処分？）になった。
ここでは、Ｔ教授が「書いたのは助手だが、
きちんと確認しなかった」と語っている点に
注目したい。この言葉通りだとすれば、研究
指導（メンタリング）が不十分だったことに
なる。しかし、論文は盗用であるから、実際
は、研究作業なし・研究指導なしで、教授は
助手が書いた論文に共著者として名前を連ね
るだけの名誉著者になっていた可能性がある。
　事例６はＹ教授がコラム連載で盗用（参考
文献などの指摘がない無断使用）したケース
であるが、Ｙ教授は謝罪文を掲載し、連載は
中止された。
　事例７は琉球大学・医学部の教授と助手の
共著論文が盗用をしていたというケースであ
る（同学部の調査委員会が調査中）。盗用と
は別に、論文テーマは助手の専門研究分野で
あり、教授の専門研究分野とは異なるので、
教授には名誉著者の不正の可能性がある。
　事例８は日本分析化学研究所の捏造（測定

捏造・偽造・盗用

　重大な研究不正とされる捏造・偽造・盗用
については「表２：重大な研究不正（捏造・
偽造・盗用）の事例」にまとめてある。表２
の事例２と事例10は表記の都合で分けている
ので正味で12件である。
　事例１は、既に著名な研究実績のある教授
による実験データ捏造のケースで、教授は、自
分の仕事をアピールするためと語ったようで
あるが、それが動機だとすれば研究不正はマ
イナス効果しかないため筆者には信じがたい。
　事例２（及び事例10）は東北旧石器文化研
究所の副理事長F氏が石器などを捏造した
ケースである。日本考古学協会の調査によれ
ば、捏造は1972年頃から始めた可能性がある、
動機は名声獲得の可能性がある、ということ

研究不正（ミスコンダクト）等
の種類

件数 割合（％）

捏造・偽造・盗用 12 6.0
その他の研究不正 16 8.0

研究費不正 32 16.1
不適切な実験管理 22 11.1

アカハラ 13 6.5
セクハラ 54 27.1

医師の名義貸し 7 3.5
無届け兼業など 6 3.0
法律・条例違反 16 8.0
医療ミスなど 10 5.0

その他 11 5.5
合計 199 100

（注）（1）筆者が保持している1997年10月から2003年
末までの新聞記事など約500記事をもとに作成。

（2）表の合計199件のうち、アカハラとセクハラ
の重複１件（合計において２件とカウント、以
下同様）、研究費不正とその他の重複１件、研究
費不正とアカハラの重複1件、研究費不正と無届
け兼業などの重複２件である。（3）より詳しくは、
捏造・偽造・盗用については表２を、その他の
研究不正については表３を、アカハラについて
は表4を、それぞれ参照せよ。

表₁：研究不正（ミスコンダクト）等の事例件数
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我が国における研究不正（ミスコンダクト）等の概観
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たらないが、例えば、インフォームド・コンセン
トを実施せずに被験者から検体を取得して研
究に利用した、矛盾するデータを無視して結論
を下した、などのような研究不正16件は、「表
３：その他の研究不正の事例」にまとめてある。
　これら16件で目立つのが、被験者（患者）
に対して十分な説明がなく、また被験者の同
意（同意書）がなく、検体を研究などに使用
したという事例で、半分の８件が該当してい
る（事例１～２番、５番、10番、12 ～ 15番）。
同様に目立つことは医療関係の事例で、16件
のうち、13件または14件が該当している。

研究費不正

　研究費不正の良くあるケースは、科研費な
どを獲得したが年度末になって余ったので、
本来なら返還しなければならないが、大学院
生などへの架空の謝金を返還してもらう、架
空の請求書・領収書をなじみの業者に発行し
てもらうなどの手法で、科研費残金をプール
し、別の研究や研究室の諸経費に流用する、
というものである（補助金適正化法違反など
の疑い）。面倒な手続きもなく必要なとき使
えて便利だということで重宝されている。（自
治体などの裏金に似ている。）表１の全32件
のうち少なくとも21件が該当する。東京大学・
医学部のＴ教授は２度処分された。
　2003年に大学医学部・医局などに在籍する

「医師の名義貸し」問題が発覚したことがきっ
かけで、医師の派遣先病院や自治体などから
不明朗な寄付金等を受給し医局運営費などに
使用していたケースが発覚して問題となった

（地方財政再建促進特別措置法に違反の疑い）。
資金受給の形は主に、医師派遣元の医局への
寄付金、及び／または、派遣元の医局の担当
教授への顧問料であった。表１の全32件のう

データ）のケースである。この捏造は政治の
場で大問題となったということであるが、同
研究所は倫理規程を定めたらしいので、今後、
調査を進めたい。
　事例９は、Ｋ教授が他人のドイツ語の論攷
を翻訳して自分の論文と偽って雑誌に掲載し
たという盗用のケースである。Ｋ教授は、大学
から処分される前に引責辞任する意向だとい
うが、その通りになったとすれば、懲戒解雇
でなくなるため退職金は得たものと思われる。
　事例11は、教授が論文データなどを盗用し
たケースで、停職１ヶ月の懲戒処分となった。
　事例12は、Ａ講師が（教授昇進以前に）架
空症例や虚偽データを含む論文を複数発表し
たことが問題となった事例である。大学の調
査委員会の調査で、誤記など一部にミスはあ
るが、架空症例は認められず、捏造はない、
と結論されている。これに対して、朝日新聞
記事は疑惑払拭に至らず、と記している。
　事例13は、助教授（スウェーデン人）が８本の
論文で盗用し、９本目は未遂に終わった、とい
うケースである。助教授は依願退職している。
　以上の事例では、捏造などの重大な研究不
正が発覚した場合、不正行為者に対して懲戒
解雇などの厳しい処分が下される傾向がある
ように見える。懲戒解雇など厳しい処分が予
想されるため、依願退職に逃れるケースも含
めると、不正確認９件中５件（56％）で不正
行為者が職（地位）を失う結果になっている。
研究における最も重要な倫理規範は「真実の
習慣」であると思われるが、これに直接的に
反する研究不正は重大であり、寛大に扱われ
ることは少ないようである。

その他の研究不正

　重大な研究不正（捏造・偽造・盗用）にはあ
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表
₃
：
そ
の
他
の
研
究
不
正
の
事
例

番
号

不
正

の
時

期
不

正
行

為
者

の
所

属
機

関
不

正
行

為
者

の
職

位
な

ど
不

正
行

為
の

種
類

処
分

な
ど

出
典

記
事

、
及

び
、

メ
モ

・
備

考

1
—

—
遺

伝
子

研
究

・
検

査
に

携
わ

る
74

機
関

中
35

機
関

—
—

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
実

施
（

確
認

）
せ

ず
—

—
20

00
11

26
朝

、
通

商
産

業
省

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査

2
19

99
年

１
月

～
20

01
年

３
月

横
浜

市
立

大
学

・
医

学
部

大
学

院
生

（
医

師
）

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
実

施
せ

ず
検

体
取

得
—

—
20

01
03

28
読

夕
、

検
体

23
1例

う
ち

同
意

な
し

16
1例

、
同

意
を

得
た

と
虚

偽
報

告
、

助
手

の
怠

慢
が

原
因

、
指

導
教

授
は

指
導

・
監

督
が

不
十

分

3
20

01
年

３
月

横
浜

市
立

大
学

・
医

学
部（

第
２

外
科

グ
ル

ー
プ

）
講

師
（

医
師

）
研

究
の

実
績

報
告

書
に

虚
偽

（
見

込
み

）
を

記
載

—
—

20
01

05
16

朝
夕

、
日

本
学

術
振

興
会

に
見

込
み

で
実

績
報

告
書

（
研

究
実

績
の

概
要

欄
）

提
出

、
５

月
14

日
に

修
正

し
て

再
提

出

4
—

—
大

阪
大

学
—

—
未

承
認

の
施

設
で

遺
伝

子
組

み
換

え
実

験
を

繰
り

返
す

—
—

20
01

05
17

朝
、

文
部

科
学

省
は

大
学

な
ど

に
改

め
て

国
の

「
ヒ

ト
ゲ

ノ
ム

・
遺

伝
子

解
析

に
関

す
る

倫
理

指
針

」
遵

守
な

ど
通

知

5
20

00
年

～
20

01
年

回
答

23
7機

関
の

う
ち

74
機

関
—

—
日

本
産

科
婦

人
科

学
会

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
違

反
—

—
20

01
10

24
朝

、
朝

日
新

聞
社

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
、

不
妊

治
療

の
余

剰
胚

の
廃

棄
・

研
究

利
用

、
４

分
の

１
が

患
者

の
同

意
書

な
し

6
19

94
年

４
月

～
19

95
年

５
月

防
衛

医
科

大
学

校
教

授
・

H
（

58
、

助
教

授
の

時
期

が
中

心
）

利
益

相
反

、
収

賄
罪

懲
役

３
年

・
執

行
猶

予
５

年
、

追
徴

金
約

52
90

万
円

20
02

03
26

読
W

、
06

27
毎

W
、

治
験

絡
み

で
約

52
90

万
円

の
収

賄
（

研
究

費
の

確
保

が
目

的
）、

被
告

は
控

訴

7
20

01
年

12
月

『
日

本
透

析
医

学
会

雑
誌

』
20

01
年

12
月

号
編

集
委

員
会

個
人

情
報

漏
洩

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
侵

害
学

会
が

“
反

省
”

会
告

を
４

月
号

に
掲

載

20
02

07
07

読
W

、
学

会
が

行
う

認
定

医
試

験
の

参
考

の
た

め
患

者
の

診
療

記
録

を
雑

誌
掲

載
、

反
省

し
て

個
人

情
報

保
護

指
針

を
作

る
と

表
明

8
20

02
年

１
月

薬
学

誌『
臨

床
と

薬
物

治
療

』
20

02
年

１
月

号

東
京

都
港

区
薬

剤
師

会
長

・
介

護
認

定
審

査
会

委
員

・
S

（
66

）

委
員

の
守

秘
義

務
や

区
の

個
人

情
報

保
護

条
例

に
抵

触

２
公

職
辞

任
、

港
区

薬
剤

師
会

は
謝

罪
文

を
同

誌
６

月
号

に
掲

載

20
02

07
19

読
W

、
不

適
切

な
投

薬
を

指
摘

す
る

論
文

を
発

表
、

非
公

開
資

料
を

無
断

で
使

用
、

S
は

反
論

し
た

が
辞

任

9
—

—
厚

生
労

働
省

・
研

究
班

研
究

班
主

任
研

究
者

（
労

働
衛

生
調

査
分

析
セ

ン
タ

ー
所

長
）・

S

矛
盾

す
る

デ
ー

タ
を

無
視

し
て

結
論

—
—

20
02

07
28

毎
W

、
米

の
カ

ド
ミ

ウ
ム

濃
度

の
安

全
基

準
を

探
る

研
究

10
19

99
年

５
月

～
20

01
年

３
月

防
衛

医
科

大
学

校
（

病
院

）
助

教
授

（
50

、麻
酔

学
講

座
）

内
規

違
反

（
職

務
上

の
注

意
義

務
違

反
な

ど
）

停
職

17
日

20
02

11
02

読
W

、
03

朝
W

、
20

03
03

29
読

W
、

患
者

同
意

な
し

・
学

内
倫

理
委

員
会

へ
の

申
請

な
し

の
臨

床
研

究
は

内
規

違
反

11
20

02
年

筑
波

大
学

・
遺

伝
子

実
験

セ
ン

タ
ー

—
—

無
届

け
（

無
許

可
）

栽
培

文
部

科
学

省
：

筑
波

大
学

に
再

発
防

止
策

提
出

を
要

求

20
02

11
05

朝
W

、
国

の
許

可
な

し
で

遺
伝

子
組

み
換

え
ト

ウ
モ

ロ
コ

シ
栽

培
実

験
、

大
学

の
実

験
担

当
者

に
許

可
必

要
と

種
子

会
社

が
指

摘

12
20

01
年

夏
大

学
病

院
・

研
究

機
関

・
民

間
病

院
な

ど
無

作
為

抽
出

51
機

関
の

７
割

—
—

患
者

同
意

を
事

前
に

文
書

で
得

ず
検

体
な

ど
利

用
—

—
20

02
11

13
朝

W
、

日
本

病
理

学
会

・
倫

理
委

員
会

の
実

態
調

査
、

厚
生

省
厚

生
科

学
審

議
会

の
勧

告
へ

の
対

応
遅

れ
が

判
明

、
検

体
な

ど
を

教
育

研
究

に
利

用

13
19

97
年

～
19

98
年

金
沢

大
学

・
医

学
部

・
付

属
病

院
国

（
金

沢
大

学
・

付
属

病
院

・
医

師
）

イ
ン

フ
ォ

ー
ム

ド
・

コ
ン

セ
ン

ト
が

不
十

分

金
沢

地
裁

判
決

：
国

に
16

5万
円

の
支

払
い

命
令

20
03

02
17

朝
W

・
読

W
、

医
師

は
説

明
責

任
を

果
た

さ
ず

、
無

断
で

比
較

臨
床

試
験

の
対

象
に

さ
れ

精
神

的
苦

痛
を

受
け

た
と

遺
族

が
11

00
万

円
の

賠
償

を
求

め
提

訴

14
20

02
年

12
月

富
山

医
科

薬
科

大
学

（
現

在
は

富
山

大
学

）・
附

属
病

院
・

輸
血

部
技

師
（

臨
床

検
査

技
師

）
倫

理
規

程
違

反
（

処
分

）
20

03
02

18
朝

W
、

患
者

の
血

漿
な

ど
試

薬
メ

ー
カ

ー
に

提
供

、
患

者
同

意
な

し
、

大
学

倫
理

委
員

会
の

許
可

な
し

、
倫

理
規

定
違

反
（

患
者

同
意

な
く

検
体

提
供

等
）

15
20

02
年

１
月

～
８

月
東

京
大

学
・

医
学

部
・

付
属

病
院

医
師

（
42

、
男

性
、

麻
酔

科
）

内
規

違
反

医
師

は
３

月
末

で
退

職
し

た
が

処
分

を
検

討

20
03

04
17

朝
W

・
読

W
、

薬
ウ

リ
ナ

ス
タ

チ
ン

の
臨

床
試

験
、

患
者

同
意

な
し

・
倫

理
委

員
会

承
認

な
し

、
医

師
「

時
間

が
か

か
る

た
め

承
認

を
得

な
か

っ
た

」、
上

司
処

分
も

検
討

16
20

02
年（

８
月

～
９

月
）

日
本

国
内

の
医

師
（

国
立

大
学

の
医

師
も

参
加

）
—

—
医

薬
品

公
正

競
争

規
約

「
違

反
」

に
荷

担
（

？
）

—
—

20
03

10
30

読
W

、
製

薬
会

社
が

自
社

製
品

を
説

明
す

る
た

め
講

演
会

等
で

一
般

参
加

者
に

旅
費

を
支

払
う

こ
と

は
禁

止
、

国
立

大
の

医
師

も
参

加
（

注
記

）（
1）

表
２

に
お

け
る

出
典

記
事

は
表

1と
同

様
に

略
記

し
て

い
る

。
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ちと、女子学生たちから相談を受けたＨ講師
（非常勤）に対し、攻撃的な発言などを繰り
返して報復したというものである。
　事例４番は、原告のＭ助教授が雑誌投稿論
文に上司の教授を名誉著者として連記するこ
とを拒否したのがきっかけで、教授が1991年
10月頃から研究妨害などアカハラ行為を行っ
たが、それを大学は知りながら放置した、と
いうケースである。被害者の提訴に対して那
覇地裁の判決では、部分的に教授のアカハラ
を認定したが、裁判（判決）で、教授が名誉
著者にせよと要求したことが、肯定されたか
否か不明である。

セクハラ

　セクハラの記事の大部分は、加害者は教授・
助教授など男性教員で、被害者は女性の学生・
大学院生・職員というものである。加害者に
対する大学など所属機関の処分は、懲戒解雇
や諭旨免職などの厳しいものから戒告などの
懲戒処分まで様々である。一般に記事や機関
側発表では、被害者のセクハラ二次被害を防
ぐため加害者・被害者の氏名など詳細が伏せ
られているので、重複している可能性がある
が、加害者の処分状況は、大体のところ、懲
戒解雇・諭旨免職など16人、停職20人、減給
12人などである。また、懲戒処分が決まる前
に加害者が退職して処分を免れたというケー
スが２人である。なお、セクハラとして軽微
に扱われたと疑われる事例が若干見られた。
　加害者が学生の場合の記事も１件ある。そ
れは、加害者が男子学生（当時４年生）で、被害
者は同じクラブに所属する女子学生で、所属
クラブのコンパで野球拳を行い、女子学生の服
を脱がせたことで４名の男子学生が退学処分
になったが、うち１名が処分取り消しを求めて

ち６件が該当する。機関をあげると、北海道
大学・医学部、旭川医科大学、札幌医科大学、
東北大学・医学部であった。
　なお、大学・医学部や医科大学での研究費
不正が、おそらく医局運営費と呼ばれる資金
を捻出するためだと思われるが、全32件のう
ち26件（81％）と目立っている。

不適切な実験管理

　不適切な実験管理に分類されたケースは、
実験中の爆発事故、研究室から出火、文部科
学省の許可がない実験用の放射線源を多数発
見、実験室の床や周辺の土壌から基準値を大
幅に上回る水銀を検出などで、４記事・22件
である。うち１件は、国立大学の法人化に伴
い、国立大学協会が国に対して、実験施設に
適用される労働安全衛生法の罰則適用の猶予
を求める要望書を準備中というもので、実験
室改修の費用調達や時間的余裕の有無の問題
もあるだろうが、実験を行う学生・大学院生・
教員を危険にさらし続けることになるため、
納得しがたい要望である。

アカハラ

　アカハラ13件の概要は「表４：アカハラの
事例」の通りであるが、いずれも力関係で上
位にある者が下位にある者に嫌がらせ等を行
うパターンである。これら13件のうち６件で
被害者側が研究妨害の被害を訴えている点は
注目される。研究妨害は、研究者間の信頼関
係を損なう行為で、特に被害者の研究意欲を
そぐものであって、看過しがたい。
　表４の事例２番は、自分が引き立てていた
非常勤講師が複数の女子学生に対するセクハ
ラ行為で雇い止めになったことに腹を立てた
Ｋ教授が、大学に被害を訴え出た女子学生た
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不正アクセス禁止法違反（電子メール盗み読
み）１人、著作権法違反（勝手に他人の本を複
製して販売）１人、医療法違反（医療施設とし
て無届けで治療）１件、北海道迷惑防止条例違
反（スカートの中を盗撮）１人、国家公務員倫
理法と倫理規定（利害関係者との交際禁止）に
違反１件、大麻取締法違反（所持）２人、富山県
迷惑防止条例違反（痴漢行為）１人、などであ
る。他に、学生たちに実験室を使わせることに
よって企業の薬事法違反に荷担した疑い事例
と読める記事が１件ある。
　なお、中央学院大学の職員が複数の未成年
の学生を選挙活動のアルバイトに使ったとい
う公職選挙法違反（買収、未成年者使用）１
人という記事もある。
　また、著作権法違反（音楽ソフトや映像ソ
フトを複製して販売）１人は、大学院生が該
当者で、大学院生は大学側の調査に対し、アル
バイトを減らして研究時間を増やすため、と
答えたということである（１ヶ月の停学処分）。

医療ミス

　医療ミス10件のうち、目立っているのが、
東京女子医科大学（病院）の手術ミス隠蔽・
証拠隠滅（カルテ等改竄を指示・実施）と、
東京慈恵会医科大学・附属青戸病院の業務上
過失致死事件である。前者では、手術チーム
統括責任者が懲戒免職、執刀医が諭旨退職と
なっている。後者は、患者を練習台にして腹
腔鏡手術を実施したようなものであったため、
医師３人が起訴されたが（他に不起訴処分が
医師３人）、内規違反や、指導医を置かなかっ
たこと等々の問題点も指摘されている。

その他

　その他11件の内訳は、北海道大学・医学部・

裁判に訴え、大学側の裁量権の乱用が認めら
れて男子学生が勝訴した、というものである。

医師の名義貸し

　医師の名義貸しは主に医師の資格を持つ大
学院生・研究生が貸し、診療報酬の減額を避け
たい地方病院などが名義を借りて貸し手に名
義料を払うというのが代表的ケースである。名
義を借りた病院は、診療報酬を不正に受給する
ことになるが、不正受給分の返還を請求された
り、保健医療機関の指定を取り消されたりす
ることもある。2003年１月に最初の事例が発
覚すると、少なくとも７大学で問題となり、少
なくとも４大学で医師の名義貸しをした大学
院生などが厳重注意などの処分を受けた（北
海道大学・医学部263人、旭川医科大学64人、札
幌医科大学113人、東北大学・医学部49人など）。
　医師の名義貸しの問題がクローズアップさ
れたため、文部科学省は、大学・医学部や医
科大学を対象に、全国的な調査を実施するこ
とになった。また、いくつかの大学は、名義
貸し問題と不明朗な資金受給問題への再発防
止策を検討しはじめ、なかには医局制度の廃
止などを行うところも出てきた。

無届け兼業など

　無届け兼業など６件の内訳は、無届け兼業
３人、時間制限の超過１人、兼業届けが不適
切１人（届け出た額の倍額を受給）、調査中
１人である。

法律・条例違反

　法律・条例違反16件の内訳は、歯科医師法違
反（試験委員の不正行為の禁止、歯科医師国家
試験の問題漏洩など）３人、歯科医師国家試験
の問題メモを入手して作問し学生に講義１人、
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第３内科の学会認定専門医検討小委員会の関
係者が行った「不正の推奨」（症例の借用・流用
を推奨、発覚防止など）１件、未承認医療器具の
治療使用２件、イレッサ問題（承認対象外の患
者に使用）１件、不正行為を告発する際に連名
で学内同報メールにより告発したのは学外に
情報が漏れるので不適切であるから就業規則
違反（不正行為）というもの１件、無断で授業不
開講など１件、担当科目の大学院入試問題・模
範解答を女性の受験者に漏洩１件、不正に単位
認定（卒業生197人うち194人が保育士資格など
取得）１件＝越谷保育専門学校、アルハラ（加害
と被害）１件、プライバシー侵害（同意なく無断
で個人情報を開示）１件などである。最後のプ
ライバシー侵害は、早稲田大学が1998年の江沢
民講演の参加者名簿を警視庁に提出したこと
が問題となったもので、最高裁で大学側のプラ
イバシー侵害が認められ、損害賠償支払い（６
人）や高裁への差し戻し（３人）となった。

まとめ

　本稿で若干ながら取り上げた名義貸しや不
明朗な寄付金の受給などについては、社会問
題になったため、文部科学省などが2003年時
点で全国調査に着手した。こうした調査の後
は、改善策の提出が文部科学省から大学など
に要求されるのが常である。研究費不正につ
いては、科研費残金をプールし流用するケー
スが多かったが、研究者側からの要請もあり、
次年度への繰り越しを認める改善が行われる
ことになった。
　本稿の目的は研究不正について概観を与え
ることなので、不正行為者の不正の動機が分
からない場合が多いなどの不満はあるが、そ
れ自体は、ある程度は実現できたと思われる。
加えて、可能ならば、何らかの改善策のヒン

ト等を得たいところである。筆者が注目した
い点は、名誉著者に関する意識が弱いこと、
及び、インフォームド・コンセントに関する
意識が弱いこと、の二つである。いずれも、
名誉著者はいけないという新しい考え方、イ
ンフォームド・コンセントが必要であるとい
う新しい事態への対応が遅れているケースで
あるが、従来は平気でそのようなことを無視
していたことを示唆しており、また、変化に
対して講習会などで積極的に対応する必要性
があることを示している。
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